
政
令
第

号

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第

一
項
、
第
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
三
項
第
四
号
ホ
及
び
ヘ
並
び
に
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
小
型
電
子
機
器
等
）

第
一
条

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政
令

で
定
め
る
電
気
機
械
器
具
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
一
般
消
費
者
が
通
常
生
活
の
用
に
供
す
る
電
気
機
械
器
具
で
あ
る
も
の

に
限
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
附
属
品
を
含
む
。
）
と
す
る
。

一

電
話
機
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
そ
の
他
の
有
線
通
信
機
械
器
具

二

携
帯
電
話
端
末
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
そ
の
他
の
無
線
通
信
機
械
器
具

三

ラ
ジ
オ
受
信
機
及
び
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
（
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
七
十

八
号
）
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
を
除
く
。
）



四

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
、
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
、
デ
ィ
ー
・
ブ
イ
・
デ
ィ
ー
・
レ
コ
ー
ダ
ー
そ
の
他
の
映
像
用
機
械
器
具

五

デ
ジ
タ
ル
オ
ー
デ
ィ
オ
プ
レ
ー
ヤ
ー
、
ス
テ
レ
オ
セ
ッ
ト
そ
の
他
の
電
気
音
響
機
械
器
具

六

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

七

磁
気
デ
ィ
ス
ク
装
置
、
光
デ
ィ
ス
ク
装
置
そ
の
他
の
記
憶
装
置

八

プ
リ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
印
刷
装
置

九

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
そ
の
他
の
表
示
装
置

十

電
子
書
籍
端
末

十
一

電
動
ミ
シ
ン

十
二

電
気
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
、
電
気
ド
リ
ル
そ
の
他
の
電
動
工
具

十
三

電
子
式
卓
上
計
算
機
そ
の
他
の
事
務
用
電
気
機
械
器
具

十
四

ヘ
ル
ス
メ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
計
量
用
又
は
測
定
用
の
電
気
機
械
器
具

十
五

電
動
式
吸
入
器
そ
の
他
の
医
療
用
電
気
機
械
器
具

十
六

フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ



十
七

ジ
ャ
ー
炊
飯
器
、
電
子
レ
ン
ジ
そ
の
他
の
台
所
用
電
気
機
械
器
具
（
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
第
一
条

第
三
号
に
掲
げ
る
電
気
冷
蔵
庫
及
び
電
気
冷
凍
庫
を
除
く
。
）

十
八

扇
風
機
、
電
気
除
湿
機
そ
の
他
の
空
調
用
電
気
機
械
器
具
（
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
第
一
条
第
一
号

に
掲
げ
る
ユ
ニ
ッ
ト
形
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
を
除
く
。
）

十
九

電
気
ア
イ
ロ
ン
、
電
気
掃
除
機
そ
の
他
の
衣
料
用
又
は
衛
生
用
の
電
気
機
械
器
具
（
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法

施
行
令
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
電
気
洗
濯
機
及
び
衣
類
乾
燥
機
を
除
く
。
）

二
十

電
気
こ
た
つ
、
電
気
ス
ト
ー
ブ
そ
の
他
の
保
温
用
電
気
機
械
器
具

二
十
一

ヘ
ア
ド
ラ
イ
ヤ
ー
、
電
気
か
み
そ
り
そ
の
他
の
理
容
用
電
気
機
械
器
具

二
十
二

電
気
マ
ッ
サ
ー
ジ
器

二
十
三

ラ
ン
ニ
ン
グ
マ
シ
ン
そ
の
他
の
運
動
用
電
気
機
械
器
具

二
十
四

電
気
芝
刈
機
そ
の
他
の
園
芸
用
電
気
機
械
器
具

二
十
五

蛍
光
灯
器
具
そ
の
他
の
電
気
照
明
器
具

二
十
六

電
子
時
計
及
び
電
気
時
計



二
十
七

電
子
楽
器
及
び
電
気
楽
器

二
十
八

ゲ
ー
ム
機
そ
の
他
の
電
子
玩
具
及
び
電
動
式
玩
具

（
認
定
の
申
請
者
等
の
使
用
人
）

第
二
条

法
第
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
申
請
者
の
使
用
人
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の

代
表
者
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

一

本
店
又
は
支
店
（
商
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
又
は
従
た
る
事
務
所
）

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
継
続
的
に
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
有
す
る
場
所
で
、
法
第
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
再
資
源
化
事
業
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る
者
を
置
く
も
の

第
三
条

法
第
十
条
第
三
項
第
四
号
ホ
及
び
ヘ
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
申
請
者
又
は
同
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る

者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
使
用
人
で
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
代
表
者
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
委
託
の
基
準
）

第
四
条

法
第
十
三
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

あ
ら
か
じ
め
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
を
い
い
、
廃
棄



物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
排
出
す
る
事
業
者
（
以
下
「
排
出
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
当
該
排

出
事
業
者
に
係
る
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
為
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
（
法
人
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
者
が
法
第
十
一
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
計
画
に
記
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
、
当
該
委
託
に
つ
い
て
当
該
排
出
事
業
者
の
書
面
（
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
も

の
に
限
る
。
）
に
よ
る
承
諾
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

二

委
託
契
約
は
、
書
面
に
よ
り
行
い
、
当
該
委
託
契
約
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
。

イ

委
託
に
係
る
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
数
量

ロ

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
運
搬
を
委
託
す
る
と
き
は
、
運
搬
の
最
終
目
的
地
の
所
在
地

ハ

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
処
分
（
再
生
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
委
託
す
る
と
き
は
、
そ
の
処
分
の
場
所
の
所

在
地
、
そ
の
処
分
の
方
法
及
び
そ
の
処
分
に
係
る
施
設
の
処
理
能
力

ニ

そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項



三

前
号
に
規
定
す
る
委
託
契
約
書
を
そ
の
契
約
の
終
了
の
日
か
ら
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
保
存
す
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
六
条
の
二
第
六
号
中
「
第
六
条
の
十
二
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第

号
）
第
四
条
第
一
号
」
を
加
え
、
「
同
号
」
を
「
こ
れ
ら
の
号
」
に
改

め
る
。

（
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。



第
四
百
三
十
二
号
を
第
四
百
三
十
三
号
と
し
、
第
四
百
三
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
三
十
二

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）

（
経
済
産
業
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

経
済
産
業
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
第
三
十
一
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
七
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
八

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。

第
六
十
五
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。



理

由

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
小
型
電
子
機
器
等
の
範
囲
、
使
用
済
小
型

電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
を
委
託
す
る
場
合
の
基
準
等
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


